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沖縄県交通事業者安全・安心確保支援事業補助金（貨物自動車運送事業者）交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、コロナ禍において、原油価格・物価高騰等の影響を強く受けた交通事業 

者の運行継続を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に 

関しては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金交付要綱（令和２年５月 

１日。府地創第 127 号。消地協第 113 号。総行政第 103 号。入管庁支第 161 号。２分科

政第 25 号。厚生労働省発会 0430 第２号。２農振第 284 号。20200428 財地第４号。国

総政第３号。）及び沖縄県補助金等の交付に関する規則（昭和 47 年沖縄県規則第 102

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（交付の対象となる事業者等） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業者（以下「補助事業者」という。）は、沖縄県内 

に本社又は営業所を有し、以下の要件を全て満たす事業者とする。 

⑴  貨物自動車運送事業法に基づく貨物自動車運送を行っている事業者 

⑵  新型コロナウイルス感染症流行前における燃油高騰前（令和元年度）と現在（令

和５年度）と比較し、売上高の燃料比率が増加している事業者又は経常損益額が減

少している事業者 

⑶  対象期間中の燃料費の各月の平均額が、１台当たり１万円以上の事業者 

２ 補助金の交付となる事業（以下「補助事業」という。）は、令和５年 10 月から令和６

年３月末までの期間中、補助事業者が別表に掲げる者により運行する事業とする。ただ 

し、次に該当する場合は、補助の対象外とする。 

⑴  事業の趣旨と異なり、不適当な運行と知事が認めた場合 

⑵  宗教活動（冠婚葬祭と判断されるものを除く。）又は選挙活動を目的とする場合 

⑶  その他本事業の趣旨と異なり、不適当な運行と知事が認めた場合 

 

（補助対象経費等） 

第３条  補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び基準額は、 

別表のとおりとする。 

 

（補助金の算定方法） 

第４条  補助金の交付額は、別表の第２欄に定める補助対象経費の額と同表の第３欄に定 

める基準額を比較して低い額を交付額とする。ただし、算定した額に千円未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、沖縄県交通事業者安全・安心確保 

支援事業補助金交付申請書（様式第１号）を知事が別に定める日までに提出しなければ

ならない。 
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２ 前項の補助金交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴  事業者番号がわかる証書等（写し） 

⑵  貨物自動車運送事業報告規則の規定に基づく、事業実績報告書（令和元年度及び

令和５年度の写し)においては、令和５年 10 月から令和６年３月末までの月毎の売上

高、売上高に占める燃料費の割合がわかる資料を添付すること。 

⑶  その他知事が必要と認める書類 

 

（交付決定） 

第６条 知事は、前条第１項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認

めたときは、補助金の交付決定（様式第２号）を行い、申請者に通知するものとする。 

 

（交付申請の取り下げ） 

第７条 補助事業者は、前条の規定による交付決定通知を受けた後、この補助金の申請を

取り下げようとするときには、交付決定の通知を受けた日から起算して 20 日以内に、

その旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

 

（変更申請） 

第８条 補助事業者は、第６条の交付決定を受けた補助事業の内容を変更する場合（軽微

な変更を除く。）は、あらかじめ沖縄県交通事業者安全・安心確保支援事業補助金変更

承認申請書（様式第３号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の申請があった場合は、第６条の規定を準用し、変更交付決定を行うも

のとする。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第９条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、沖縄県交通事

業者安全・安心確保支援事業補助金事業中止（廃止）承認申請書（様式第４号）を知事

に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難

となった場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

 

（実施状況報告） 

第 10 条 補助事業者は、規則第 10 条に基づき、補助事業の遂行状況に関して知事が報告

を求めたときは、書面（任意様式）により知事へ報告しなければならない。 

 

（実績報告） 

第 11 条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の中止若しくは廃止の承認

を受けた日から起算して 20 日を経過した日又は交付決定を受けた会計年度の２月末日

のいずれか早い日までに、沖縄県交通事業者安全・安心確保支援事業補助金実績報告書

（様式第５号）を知事に提出しなければならない。 
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２ 前項の実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴  利用実績書（燃料の使用日、燃料単価及び量が分かる資料） 

⑵  その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第 12 条 知事は、実績報告を受けたときは、当該報告に係る補助事業の実施結果が交付決

定の内容に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、様式第６

号により、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。 

２ 前項の規定に関わらず、対象期間終了後（令和６年４月１日以降）の第５条の規定に

よる申請に関しては、審査の上、これを正当と認めるときは、沖縄県交通事業者安全・

安心確保支援事業補助金の交付決定及び額の確定通知書（様式第７号）をもって、当該

申請者にその旨を通知する。 

 

（補助金の支払い） 

第 13 条 知事は、補助事業者から適正な請求書を受理した日から 30 日以内に補助金を支

払うものとする。 

２ 知事は、必要と認める場合は、補助金の交付決定の後に、補助事業の進捗を勘案の上、

補助金を概算払いできるものとする。ただし、申請月の前月までの実績を審査し、支給

するものとする。 

３ 補助事業者は、前２項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、沖縄県

交通事業者安全・安心確保活用支援事業補助金請求書（様式第８号）を知事に提出しな

ければならない。 

 

（交付決定及び額の確定の取消し等） 

第 14 条 知事は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定及び 

額の確定の全部又は一部を取消すことができるものとする。 

⑴  補助事業者が、規則もしくはこの要綱又はこれらに基づく知事の処分若しくは指

示に違反した場合 

⑵  補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

⑶  補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合 

⑷  交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必

要がなくなった場合 

２ 知事は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助 

金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるも 

のとする。 

３ 知事は、前項の返還を命ずる場合には、第１項第４号に規定する場合を除き、当該取 

消しに係る部分に対して既に交付されていた補助金に対して、その命令に係る補助金の 

受領の日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年利 10.95 パーセントの割 

合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 知事は、第１項の場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、延滞金又 
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は加算金の全部又は一部を免除することができる。 

５ 第１項から前項までの規定は、補助事業について交付すべき補助金の額を確定した後

においても適用があるものとする。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還） 

第 15 条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額があった場合には、速やかに知事に消費

税及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書報告（様式第９号）を提出しなければなら

ない。なお、補助金に係る仕入れ控除税額があることが確定した場合には、当該仕入れ

控除税額を県に返還しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の

返還を命ずる。   

 

（補助金の経理） 

第 16 条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収

入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日

（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の

終了後５年間保管しておかなければならない。 

 

（その他） 

第 17 条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は知事が別に定

める。 

 

 附 則 

１ この要綱は、令和４年 10 月 12 日から施行する。 

２ この要綱は、令和５年３月 20 日から施行する。 

３  この要綱は、令和５年 10 月 18 日から施行する。 

４ この要綱は、令和５年 10 月 31 日から施行する。 

５ この要綱は、令和６年３月 25 日から施行する。 

６ この要綱は、令和７年３月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき、 

同日までに交付を決定した補助金については、同日後もなおその効力を有する。 
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 別表 

補助対象者 ①補助対象経費 ②基準額 補助額等 

 貨物自動車運送 

事業を行ってい 

る者（本要綱第 

２条に該当する 

事業者に限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A－B 

C－D 

 

A:対象期間中（令和５年 10 月～令

和５年 12 月末）の燃料費 

B:対象期間中（令和５年 10 月～令

和５年 12 月末）の燃料費を燃料

高騰比率（117.7%）で除した額 

（=A/117.7%）（但し、期間中の 

  燃料費(一台当たり・月平均額）

が１万円以上であること。） 

C:対象期間中（令和６年１月～令

和６年３月末）の燃料費 

D:対象期間中（令和６年１月～令

和６年３月末）の燃料費を燃料

高騰比率（117.7%）で除した額 

（=A/117.7%）（但し、期間中の 

  燃料費(一台当たり・月平均額）

が１万円以上であること。） 

 

 

A-B 期間 

１台当たりの燃

料高騰相当額  

32,000 円×事業

者保有台数 

C-D 期間 

１台当たりの燃

料高騰相当額  

31,000 円×事業

者保有台数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-B 期間 

①、②のう

ち低い額 

C-D 期間 

①、②のう

ち低い額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※消費税及び地方消費税を除く。 

  ※算定した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

    ※各期の補助金を受給した者は、それ以外の各期のみの申請しかできない。 

  ※第１期分及び第２期分を申請する者は、１回の申請で行うものとする。 


